
狩猟免許（わな猟）取得補助事業について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（上記の補助金に関するお問い合わせ） 

〒669-1595   三田市三輪 2 丁目 1 番 1 号 

三田市 農村整備課 農村振興係 

ＴＥＬ  ０７９－５５９－５０９０（直通） ／ ＦＡＸ  ０７９－５５６－８１５３ 

目   的 
農作物等を被害から守るため、有害鳥獣の捕獲活動に参加できる人材の育成を目的

に、捕獲に必要な狩猟免許（わな猟）の取得に係る経費の一部を補助します。 

対 象 者 

次の条件を全て満たす方に限ります。 

① 三田市内にお住まいの方。 

② 農会長・自治会長・兵庫県猟友会三田支部長のいずれかから推薦された方。 

③ 推薦を受けた地域において積極的に鳥獣捕獲活動に携わることができる方。 

対象経費 

① 事前講習会受講料 ※受講は任意 

② 医師による診断書作成料 

③ 試験受験料 

補助金額 
対象経費の１/２以内 （上限９，０００円） 

※千円未満の端数を切り捨てた額とします。 

交付条件 

① 経費支払前に補助金交付申請書を提出すること。 

② 試験に合格し、当該年度に兵庫県において狩猟者登録を行うこと。 

※詳しくは次頁（裏面）「補助金交付の流れ」を参照 

提出書類 

【交付申請時】(費用を払う前) 

□ 農会長、自治会長、兵庫県猟友会三田支部長のいずれかからの推薦状 

【実績報告時】（狩猟者登録をした後） 

□ 講習会受講費領収書（原本） ※受講した場合 

□ 医師による診断書作成料の領収書（原本） 

□ 試験受験料の領収書（原本） 

□ 狩猟免状の写し 

□ 当該年度の狩猟者登録証の写し 

そ の 他 
・対象となる免許は「わな猟免許」のみです。 

・申請書受付順とし、定員になり次第締め切ります。 

試験に関する問い合わせ先 

① 兵庫県 環境部 自然鳥獣共生課 

TEL ０７８－３４１－７７１１(内線 ３３５３) ／ FAX ０７８－３６２－３０６９ 

② 兵庫県阪神農林振興事務所 里山・森林課 

TEL ０７９－５６２－１３９２ ／ FAX ０７９－５６２－８８０５ 

講習会に関する問い合わせ先 

一般社団法人 兵庫県猟友会 

TEL ０７８－３６１－８１２７ ／ FAX ０７８－３６１－８３９８ 



◆ 補助金交付の流れ 
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２．補助金等交付決定通知書 
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５．補助金交付 
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１．補助金等交付申請書 

（様式第 1 号） 

 

 

補助金の対象に決定！ 

 

事業の実施 

①講習会の申込み 

講習会の受講 
※詳しくは兵庫県猟友会のホー
ムページでご確認ください。 

 

②試験の申込み 
※詳しくは兵庫県のホームペー
ジでご確認ください。 

 

③わな猟免許試験を受験 

 

試験に合格！��������	
��
� 

⇒ 狩猟者登録 

 

３．補助事業等実績報告書 

（狩猟者登録証の写し等を添付） 

 

４．請求書 

 

 

 

 

 

受理 

 

 

 

 

 

      

提出 

 

試験不合格の場合…���� 

３．補助事業等変更等申請書 

 

（狩猟者登録後 2 週間以内） 

（試験終了後 2 週間以内） 

  


